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タウンミーティングが始まりました 

　市長が市内各地区に出向き、市民の皆さんと市政について意見交
換を行うタウンミーティングが始まりました。初回は5月28日に油
田地区で開催され、同地区の住民およそ100人が参加しました。 
　開会にあたり、上田市長は、「市民と行政が一緒に考え、互いに
連携してまちづくりを進めることが大変重要。市民の皆様と直接対
話する中で率直なご意見をお聞きし、今後策定する砺波市総合計画
の後期基本計画に生かしたい。」とあいさつしました。 
　地区内の自治会、婦人会、交通安全協会などの代表者7人が、企業

誘致の推進、介
護サービスの充
実など市政全般
に関わる課題に
ついて質問した
ほか、砺波東部
小学校への通学
路の歩道整備、（仮称）油田こども園の設置など地区独自の要望を行い、
市長や市担当部局の代表が市の方針を説明しました。 
　市では、今年度と来年度の2か年度にわたり、市内全21地区でこの
タウンミーティングを開催する予定としています。ぜひご参加ください。 

降雨量が多くなるこれからの時期 

　　　　大雨による災害にご注意を
！ 

　5月23日、満百歳を迎えら
れた小谷をとさん（明治42年
生まれ）のお祝いが行われ、
ご親族が温かく見守る中、上
田市長などから祝い状や記念
品が贈られました。 
　小谷さんは旧井波町生まれで、
師範学校を卒業後、小学校の
教諭に。20歳のとき結婚され、
子どもたちを育てながら、長
きにわたり教鞭をとられました。学校を退職した後は生命
保険会社に勤められ、70歳頃までバイクに乗って保険の外
交業務をされていたそうです。 
　活動的な小谷さんは、94歳頃までマジック教室や工芸教
室に通っておられたほか、海外旅行にも積極的に出かけて
おられたとのこと。小谷さん、これからもお元気で！ 

“もったいない”の気持ちを大切に 耕作放棄地の解消に向け農業委員自らが行動 

　砺波市農業委員会が調査
した結果、市内には約53ha
の耕作放棄地があることが
わかりました。同委員会は、
所有者の意向を確認のうえ
耕作放棄地の売買や貸借を
仲介するなど、耕作放棄地
の解消に努めています。 
　6月5日には、農業委員自
らが、谷寺地内の耕作放棄
地を農地に復元するための

作業に取り組みました。この土地は、雑草が一面に生い茂り、
農地の境界もわかりにくい状態でしたが、集まった農業委員22
人が草刈機で丁寧に雑草を刈り進めると、平坦で美しい農地が
少しずつ姿をあらわしました。この農地は、整備後、無農薬に
よる安全な米づくりに取り組む農業経営者が借り受けることに
なっています。 

　砺波市消費者グループ連合会は、5月31日、牛
乳パックの回収と包丁・ハサミ研ぎの申込みの受
付を市役所で行いました。これは、牛乳パックを
リサイクルすることと、修理できるものは修理し
て使ってもらうことでごみの量を減らそうと、同
連合会が毎年行っているものです。この日は、訪
れた大勢の市民の皆さんから、37,444枚の牛乳パ
ックが持ち込ま
れたほか、164
件の包丁・ハサ
ミ研ぎの申込み
がありました。
“もったいない”
の気持ちを大切
にして、これか
らもごみの減量
化を進めましょう。 

小谷 をと さん（庄川町庄） 
 

小谷 をと さん（庄川町庄） 
 

満百歳おめでとうございます 

　6月7日、昨年地すべりによる県道の崩落事故が発生
した栴檀山地区で、「土砂災害・全国統一防災訓練」
が行われました。 
　訓練は、大雨により土砂災害発生の危険性が高まっ
たため、地区民に避難勧告が出されたとの想定で実施
されました。地
区民約230人が栴
檀山農村集落セ
ンターへの避難
訓練に取り組ん
だほか、栴檀山
地区自主防災会
が情報伝達訓練
を行い、万一の
場合の対処方法
を確認しました。 
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くらしの情報

　　　　　　　

　

●高齢の母が日中一人で留守番をしている間に、自
　宅に業者が勧誘に来て、高額なふとんを買わされ
　た。解約できないか？
　→市からアドバイスを受けながら、相談者の母は
　　クーリング・オフのハガキを出しました。ふとん
　　は引き取られ、支払い代金が返金されました。
●パソコンで芸能人のサイトにアクセスしたところ、
「 会員登録されました。４日以内に４万３千円支
払ってください。」という画面に。支払わなけれ
ばならないか？
　→契約の意思を確認する画面はなく、契約が成立
　　していないため、支払う義務はありません。
●サラ金からの借金を整理したい。
　→市の相談員が、整理のおおまかな流れについて
　　説明するとともに、弁護士相談を予約しました。

※なお、借金問題については、県消費生活センターで、
　弁護士や司法書士による無料相談を行っています。
　（→２５頁参照）

問合せ　生活環境課　☎内線１４３

75歳以上のドライバーは、免許証の更新時に
講習予備検査の受検が必要となりました
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75歳以上のドライバーは、免許証の更新時に
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問合せ　砺波警察署　　　　☎３２-０１１０　　　
　　　　運転免許センター　☎０７６-４４１-２２１１ 
　

（平成２１年６月１日から）

記憶力や判断力の検査です。
検査結果は講習に役立てら
れます。（30分650円）

高齢者講習
・ビデオなどで交通ルールを再確認します。
・機械を使用して動体視力や夜間視力などを測ります。
・自動車を運転して、指導員から助言を受けます。
・危なかった点などを話し合います。

新設

運転免許証の更新

75歳以上の方70～74歳の方

講習予備検査

定
額
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

砺
波
市
定
額
給
付
金
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付
事
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実
施
本
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３３-
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１
５
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定
額
給
付
金
の
受
給
申
請
は
、
平
成
21

年
10
月
１
日
（
木
）
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

う
っ
か
り
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
早

め
に
申
請
し
ま
し
ょ
う
。

申
請
書
の
再
発
行
に
つ
い
て

　

申
請
書
を
紛
失
ま
た
は
汚
損
し
た
場
合

は
、
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す
。
再
発
行

に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

現
金
で
の
給
付
に
つ
い
て

　

定
額
給
付
金
は
、
原
則
と
し
て
口
座
振

込
み
に
よ
り
給
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
現
金
で
の
給
付
は
、
口
座
を
お
持

ち
で
な
い
方
に
限
り
行
っ
て
い
ま
す
。

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
か
ら
申
請
者
に
対
し
て
電
話
で
照
会

し
た
り
、
手
数
料
を
請
求
し
た
り
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
連
絡
が
あ
っ

た
と
き
は
即
答
せ
ず
、
市
役
所
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

申
請
の
受
付
窓
口
が
移
動
し
ま
し
た

　

申
請
の
受
付
窓
口
が
、
市
役
所
本
庁
１

階
第
７
会
議
室
か
ら
、
２
階
第
３
会
議
室

（
総
務
課
前
）
へ
移
動
し
ま
し
た
。
な
お
、

窓
口
の
電
話
番
号
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

砺
波
広
域
圏
事
務
組
合
職
員
を　
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し
ま
す

　

砺
波
広
域
圏
事
務
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合
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務
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砺
波
市
役
所
内
）
☎
内
線
４
４
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●
募
集
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種
・
募
集
人
数

　
　

消
防
職
員
（
初
級
）　

若
干
名

●
応
募
資
格

　
　

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
４
年

　

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
消

　

防
職
員
と
し
て
の
職
務
遂
行
に
必
要
な

　

体
力
を
有
す
る
健
康
な
方
（
身
体
基
準

　

が
あ
り
ま
す
。）

●
第
一
次
試
験

　

期
日　

９
月
20
日
（
日
）

　

場
所　

砺
波
市
役
所

　

試
験
内
容　

教
養
試
験
、
作
文
、
適
性

　
　

検
査
、
体
力
テ
ス
ト

●
応
募
方
法

　

受
験
申
込
手
続
き

　

受
験
案
内
（
砺
波
広
域
圏
事
務
組
合

事
務
局
（
砺
波
市
役
所
内
）、消
防
本
部
、

各
消
防
署
所
に
備
え
付
け
ま
す
。）
に

添
付
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入

の
う
え
、長
型
３
号
の
返
信
用
封
筒（
住

所
、
氏
名
を
記
載
し
、
80
円
切
手
を
貼

り
付
け
た
も
の
）
２
通
を
添
え
、
同
事

務
局
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

　

受
付
期
間

　
　

７
月
１
日
（
水
）
～
31
日
（
金)

　
　
（
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）

　
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

く
ら
し
・
行
政

く
ら
し
・
行
政

市では消費生活相談を
受け付けています

例えばこんな相談が寄せられています

一人で悩まず、相談してみませんか？



広報  となみ 2009.711

出
前
講
座
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー  

養
成
講
座
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

☎
内
線
１
６
０

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
？

　

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、

認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
を
見
守
る

「
応
援
者
」
で
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
に
は
、

特
別
な
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
声
か

け
や
見
守
り
な
ど
、
で
き
る
範
囲
で

の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

高
齢
化
が
進
み
、
認
知
症
に
な
ら
れ
る

方
が
増
え
て
い
ま
す
。
現
在
、
市
の
介

護
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
方
の
う
ち
、

１
，
５
０
０
人
が
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て

お
り
、
65
歳
以
上
の
方
の
7.5
人
に
１
人
は

認
知
症
と
い
う
計
算
で
す
。

　

認
知
症
は
、
そ
の
兆
候
が
わ
か
り
に
く

く
、
老
化
に
よ
る
物
忘
れ
と
な
か
な
か
区

別
が
つ
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
治
ら
な
い
恥

ず
か
し
い
症
状
と
思
わ
れ
、
周
り
の
方
に

告
げ
づ
ら
く
、
そ
の
た
め
、
本
人
や
家
族

が
、
病
状
が
か
な
り
進
行
す
る
ま
で
苦
し

ん
で
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

認
知
症
そ
の
も
の
を
治
す
治
療
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
周
囲
の
認
知
症
へ
の
正
し
い

理
解
と
さ
り
げ
な
い
支
援
が
あ
れ
ば
、
本

人
は
、
住
み
な
れ
た
場
所
で
ト
ラ
ブ
ル
な

く
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
多
く
の
方
に
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
た
と
え
認
知

症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
地
域
で
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
か
ら
皆
さ

ん
の
地
元
に
講
師
を
派
遣
し
て

｢

認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座｣

を
開
催
し
ま
す
。

様
々
な
会
合
な
ど
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

子
育
て
の
経
験
を
生
か
し
て　
　

　

子
育
て
支
援
を
し
ま
せ
ん
か
！

　

こ
ど
も
課　

☎
内
線
３
７
２
　
　
　

　

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
リ
ー
ダ
ー
養
成
講

座
の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す
。
受
講
さ
れ

た
方
の
活
動
内
容
は
、
地
域
で
の
子
育
て

支
援
、
市
内
で
開
催
さ
れ
る
講
演
会
で
の

託
児
な
ど
で
す
。
ま
た
、
希
望
さ
れ
る
方

は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

の
協
力
会
員
に
な
れ
ま
す
。

開
催
期
日　

７
月
10
日(

金)

、17
日(

金)

、

24
日（
金
）、８
月
７
日（
金
）　
〈
計
４
回
〉

開
催
時
間　

午
後
１
時
30
分
か
ら
２
時
間

程
度
（
た
だ
し
、
７
月
24
日
（
金)

は

午
前
10
時
か
ら
２
時
間
程
度
）

対
象
者　

子
育
て
支
援
に
熱
意
の
あ
る
方

や
子
育
て
を
経
験
し
た
方
で
、
４
回

の
講
座
を
受
講
で
き
る
方

募
集
人
数　

30
名
（
先
着
順
）

内
容　

講
義
と
実
習

・
子
ど
も
の
救
急
時
の
対
応

・
身
体
遊
び
と
手
作
り
お
も
ち
ゃ

・
子
ど
も
の
心
と
発
達

・
お
話
と
楽
し
い
折
紙

・
子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
の
役
割
と
心
得

応
募
受
付
期
間　

６
月
29
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
　

～
７
月
３
日
（
金
）

　普段小まめに布団などを乾燥させることができない高齢者
世帯などを対象に、寝具の洗濯、消毒、乾燥サービスを実施
します。
対象者　①市内に住所がある在宅の方で、65歳以上の一人
暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯に属し、要支援２
以上に認定された方　②身体障害者手帳１、２級に該当す
る肢体が不自由な方で、寝たきりの方

対象となる寝具　敷布団、掛布団(羽毛、羊毛も可)、毛布、マッ
トレス ( コイルや磁気のないもの ) のうち、３枚を１組に
してこのサービスを利用できます。

サービスの内容　市が委託した業者が、午前中に利用者宅を
訪問して寝具を収集し、洗濯、消毒、乾燥したものをその
日の夕方までにお届けします。

実施時期　８月３日～３１日の間で地区ごとに実施します。
(ただし、土曜日と日曜日を除く。)

利用申込方法　申請書に必要事項をご記入のうえ、７月１０日
（金）までに、市役所高齢介護課または庄川支所市民福祉課

にお申込みください。

※昨年度このサービスを利用された方で今年度も対象となる
方には、ハガキでご案内します。

売却物件

入札の日時と場所
　７月２３日（木）午前１０時
　砺波市役所北別館２階　研修室
購入者となる方
　入札価格が最低売却価格以上で最高価格の者
申込方法
　入札に参加するためには事前にお申込みいただく
必要があります。申込用紙や入札に関する説明書は、
６月２５日（木）から財政課で配付します。
申込受付
・期間　７月６日（月）～１７日（金）
　　　　（ただし、土曜日と日曜日を除く。）
・時間　午前８時３０分～午後５時３０分
・場所　砺波市役所北別館２階　財政課

※詳しくはお問合せください。

　問合せ　財政課管財係　☎内線３４４　
　問合せ　高齢介護課　☎内線１５２　　　　　　　
　　　　　市民福祉課（庄川支所）　☎８２‐１９０２　

番号 所在地 地目 面積 最低売却価格

①
砺波市庄川町
青島2215番

宅地 94.41㎡ 1,942千円

②
砺波市庄川町
金屋字清水
2038番１

宅地 256.20㎡ 5,416千円

在宅高齢者の皆さんへ
寝具洗濯消毒乾燥サービスをご利用ください

市が保有する土地を売却します


